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徳
島
県
告
示
第
三
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

救
急
病
院
と
し
て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

天
満
病
院

徳
島
市
蔵
本
町
一
丁
目
五
番
地
一

令
和
七
年
八
月
三
十
一
日

た
ま
き
青
空
病
院

同

国
府
町
早
淵
字
北
カ
シ
ヤ
五
六
番

同

十
月
三
十
一
日

地
一

松
永
病
院

同

南
庄
町
四
丁
目
六
三
番
地
一

同

三
加
茂
田
中
病
院

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
一
八
八
三
番
地

同

十
一
月
三
十
日

四

碩
心
館
病
院

小
松
島
市
江
田
町
字
大
江
田
四
四
番
地
一

同

十
二
月
二
十
二
日



徳
島
県
告
示
第
三
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号
（
令
和
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を

実
施
す
る
件
）
及
び
令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
三
十
号
（
令
和
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を
実
施
す
る

件
）
で
公
示
し
た
も
の
の
ほ
か
、
令
和
四
年
度
狩
猟
免
許
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

令
和
五
年
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら

二

試
験
の
場
所

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
一
六
六
〇

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー

三

狩
猟
免
許
申
請
書
の
提
出
期
間

令
和
五
年
二
月
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で

四

狩
猟
免
許
申
請
書
の
提
出
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一

徳
島
県
農
林
水
産
部
鳥
獣
対
策
・
ふ
る
さ
と
創
造
課



徳
島
県
告
示
第
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に

よ
っ
て
次
の
土
地
改
良
区
が
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

解

散

認

可

年

月

日

海
部
郡
海
陽
町

令
和
五
年
一
月
十
七
日

海
部
西
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
三
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
有
水
面
の
埋

立
て
の
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
事
件
の
要
領
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
同
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
関
係
図
書
は
、
徳
島
県
農
林

水
産
部
生
産
基
盤
課
及
び
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
県
土
整
備
部
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
二
月

三
日
か
ら
三
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

１

氏
名
又
は
名
称

徳
島
県

２

住

所

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

３

代
表
者
の
氏
名

徳
島
県
知
事

飯
泉
嘉
門

４

代
表
者
の
住
所

徳
島
市
南
仲
之
町
三
丁
目

県
公
舎

二

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

埋
立
区
域

㈠

位
置

徳
島
県
阿
南
市
椿
町
谷
ノ
浦
に
位
置
す
る
椿
泊
漁
港
（
谷
ノ
浦
地
区
）
の
既
設
マ
イ
ナ
ス
三
メ

ー
ト
ル
岸
壁
前
面
の
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点
と
６
の
地
点
と
を
結
ぶ
平
成
三
十
一
年
の
春

分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
二
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

四
等
三
角
点
小
吹
川
原
（
北
緯
三
三
度
五
〇
分
四
三
・
八
八
七
三
秒
、
東
経
一
三

四
度
四
一
分
五
九
・
八
七
七
七
秒
）
か
ら
二
二
四
度
四
四
分
五
二
秒
九
七
四
・
五
九

メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
一
四
度
〇
九
分
一
二
秒
一
三
六
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
一
二
分
〇
二
秒
五
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
一
九
四
度
〇
九
分
四
三
秒
一
三
七
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
一
〇
〇
度
五
二
分
五
三
秒
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
一
二
度
〇
六
分
三
九
秒
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

八
〇
六
・
五
五
平
方
メ
ー
ト
ル

２

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

㈠

位
置

徳
島
県
阿
南
市
椿
町
谷
ノ
浦
に
位
置
す
る
椿
泊
漁
港
（
谷
ノ
浦
地
区
）
の
既
設
マ
イ
ナ
ス
三
メ

ー
ト
ル
岸
壁
前
面
の
公
有
水
面

㈡

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点
と
８
の
地
点
と
を
結
ぶ
平
成
三
十
一
年
の
春

分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
プ
ラ
ス
二
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に



よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点

四
等
三
角
点
小
吹
川
原
（
北
緯
三
三
度
五
〇
分
四
三
・
八
八
七
三
秒
、
東
経
一
三

四
度
四
一
分
五
九
・
八
七
七
七
秒
）
か
ら
二
二
三
度
二
八
分
五
四
秒
八
七
一
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら
三
五
九
度
一
六
分
〇
七
秒
五
九
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
〇
七
分
三
七
秒
六
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら
一
九
四
度
〇
九
分
四
三
秒
一
三
七
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら
一
〇
〇
度
五
二
分
五
三
秒
五
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら
一
二
度
〇
六
分
三
九
秒
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら
一
〇
〇
度
一
四
分
五
三
秒
一
八
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら
二
五
度
三
七
分
三
六
秒
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

七
、
七
〇
八
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
地
の
用
途

漁
港
用
地
（
約
八
〇
三
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
）

水
路
用
地
（
約
三
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル
）

四

出
願
の
年
月
日

令
和
五
年
一
月
二
十
日



徳
島
県
告
示
第
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
二
月
三
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

徳
島
市
川
内
町
平
石
若
宮
二

九
四
番
一
地
先
か
ら

旧

五
・
〇
〜
二
九
・
〇

三
、
四
六
一
・
七

９

同

鶴
島
一
七
二

徳
島
環
状

２

番
一
地
先
ま
で

新



徳
島
県
告
示
第
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
二
月
三
日
か
ら
二
週

間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
池
田
町
松
尾
大
申
一

九
一
番
六
地
先
か
ら

旧

四
・
〇
〜
四
六
・
九

一
、
四
六
五
・
一

同

一

２

山
城
東
祖
谷

三
六
番
二
地
先
ま
で

３

山

同

四
・
〇
〜
九
〇
・
六

一
、
四
六
五
・
一

新

同

九
・
〇
〜
九
〇
・
六

五
一
七
・
八



徳
島
県
告
示
第
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、

令
和
五
年
二
月
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

鳴
門
市
大
麻
町
東
馬
詰
字
参

番
越
二
五
番
一
地
先
か
ら

旧

一
五
・
四
〜
二
〇
・
三

二
二
〇
・
〇

９

同

字
寅

徳
島
鳴
門

３

開
五
二
番
二
地
先
ま
で

同

新

一
六
・
二
〜
二
八
・
九

二
二
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
地
区
計
画

北
島
町
中
村
地
区
地
区
計
画

二

縦
覧
場
所

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
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